
令和４年度第２回三重県看護職員確保対策検討会 事項書 

 

開催日時：令和５年２月 15日（水）19：00～20：30 

開催場所：Zoomミーティング及び 131会議室 
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１ 報告事項 

（１）訪問看護職員の確保について（補足）    資料１ 

 

（２）感染管理認定看護師について        資料２ 

  

 

 

 

 

２ 協議事項 

（１）看護職員確保対策について     資料３ 
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氏　名 所　属 役　職 備考

小倉　ちほ子 三重県看護学校校長会 代表 Zoom

片田　範子 三重県立看護大学 学長 Zoom

小西　博 三重県医師会 理事 Zoom

佐野　憲司 尾鷲総合病院 事務長 Zoom

谷　　眞澄 三重県看護協会 会長 Zoom

辻井　夕美子 三重県老人福祉施設協会 副会長 Zoom

中谷　三佳 三重県助産師会 副会長 Zoom

西村　広行 三重県病院協会 理事
Zoom
令和５年1月18日
～委員交代

廣野　光子 金つなぎの会 代表 Zoom

藤木　真保 三重労働局 職業安定課長 欠席

堀　　浩樹 三重大学 医学部長
医学部医学・看護学教育センター長

会場

松本　隆史 三重県老人保健施設協会 副会長 欠席

柳川　智子 三重県訪問看護ステーション協議会 副会長 Zoom

山北　正也 三重県教育委員会 高校教育課長 Zoom

山下　知佳子 三重県市町保健師協議会 会長 Zoom

任期　令和４年９月１６日～令和６年９月１５日　　　 （５０音順　敬称略）

【事務局】

氏　名 所　属 役　職 備考

杉本　匡史 三重県医療保健部 医療政策総括監

中川　耕次 三重県医療保健部医療介護人材課 課長

羽場　仁美
三重県医療保健部医療介護人材課
看護・介護人材班

班長

中井　芳
三重県医療保健部医療介護人材課
看護・介護人材班

副参事

成田　智世
三重県医療保健部医療介護人材課
看護・介護人材班

技師

令和４年度第２回三重県看護職員確保対策検討会　名簿



訪問看護職員の確保について
（R4.9.20資料３の補足）

1

資料１

令和５年２月15日



訪問看護ステーション事業所数の推移

厚生労働省「平成27～29年度介護給付費等実態調査報告」「平成30年～令和2年度介護給付費等実態統計」
総務省「人口推計」（平成28年4月1日～令和3年4月1日現在（概算値））、三重県「月別人口調査」（平成28年～令和3年4月1日現在） 2

・訪問看護ステーション数は年々増加しており、人口1万人あたりで比較すると、

全国平均と同程度である
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＊介護給付費等実態統計の年度分は当該年の５月～翌年４月審査分の給付実態によるもの
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指定事業者等管理システム（令和4年６月1日現在）、三重県「月別人口調査」（令和４年６月1日現在）

県全体20７か所
（うち休止８か所）

・６市町（木曽岬町、朝日町、川越町、度会町、鳥羽市、紀北町）において訪問看護ステーションがない
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訪問看護受給者数 の推移（介護）

（人）

4

・訪問看護受給者数は、年々増加している
・要介護度別にみると、要支援１～要介護２の占める割合が増加傾向にある

介護保険事業状況報告
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介護保険による訪問看護受給者の割合 （地域医療構想区域別）

（か所）

指定事業者等管理システム（令和4年６月1日現在）、三重県「月別人口調査」（令和４年６月1日現在）

5介護保険事業状況報告（令和４年２月）

（％）

＊訪問看護受給者の割合：介護保険一号被保険者（65歳以上）に占める、訪問看護を受給している受給者の割合

＊

・受給者の割合は伊勢志摩区域が最も多く、津・伊賀・東紀州区域の順で多い
・県平均より少ないのは、桑員・ 三泗・鈴亀・松阪区域
・伊勢志摩区域は受給者の割合と人口１万人あたり事業所数のどちらも多い
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• 目的：実態を把握し今後の対策等を検討する

• 調査対象：県内の訪問看護ステーション（全198か所）

• 調査時点：令和４年６月１日時点 ＊休止中及び不達事業所を除く

• 調査期間：令和４年６月20日から令和４年７月13日まで

• 調査内容：施設の体制、人材育成、人材確保の方法、特定行為

研修に対する考え等

• 回答数：93／198か所（47.0％）
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訪問看護ステーションの実態把握に係るアンケート訪問看護ステーションの実態把握に係るアンケート

調査の概要
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訪問看護職員数 × 人材育成の課題（複数回答）

・事業所の規模（訪問看護職員数）によって大きな差はない
・「研修を受講させたいが時間がない」、「指導に要する時間を確保できない」、
「研修参加のための費用が負担となる」の順で多い
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訪問看護職員数 × 人材育成に必要な体制（複数回答）

8

・５人未満の小規模事業所は、「育成のための研修マニュアル作成・動画配信等」 の割合
が最も多い
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感染管理認定看護師について

1

資料２

令和５年２月１５日



2

令和３年度～令和５年度の取組の方向性
～三重県看護職員確保対策検討会報告書より～

【主な取組内容】
●訪問看護職員の育成

●地域包括ケアの基盤を支え
る人材養成
例）認定看護師

●看護管理者の育成
●プライマリ・ケアエキスパート
ナースの育成

助産師確保対策

【主な取組内容】
●学生の養成確保
●定着促進
●資質向上

【主な取組内容】
●医療勤務環境の改善
●「女性が働きやすい医療機
関」認証制度の推進

【主な取組内容】
●新規養成者の確保
●潜在看護職員の復職支援
●介護福祉分野で働く看護職
員の確保
●退職後の看護職員が活躍で
きるしくみ

資質向上対策人材確保対策 定着促進対策

◆ 看護職を志望する学生の確保
◆ 質の高い看護職員の養成
◆ 新興感染症感染症を見据えた感染対策実践能力の向上
◆ 退職した看護職員の復職支援
◆ 地域包括ケアを推進するため、多職種と連携して地域に貢献できる看護職員の育成
◆ 勤務環境改善やキャリア支援の推進
◆ 全国最下位レベルの助産師総数の確保
◆ 多様化する業務に対応できる質の高い助産師の育成が必要

課 題



3

実践

指導相談

専門分野ごとに、
専門性を発揮しな
がら、役割を果た
し、看護の質の向
上に努める。

●認定看護師教育（A課程/B課程）

A課程：認定看護師 B課程：特定認定看護師

開講期間 6ヶ月～1年 1年以内

時間数 600時間以上 800時間程度
※特定行為研修追加

方法 集合教育 集合教育
ｅラーニング

開講期限 2026年度まで養成
ただし個人の資格更新
は可

2020年度から開始

専門分野 21分野 19分野

Ｂ課程：従来の教育課程（Ａ課程）に特定行為研修が追加

認定看護師とは

・看護師として実践経験（５年以上）を持ち、日本看護協会が定める認定看護師教育を修め、
審査に合格することで取得できる資格
・審査合格後は実績（活動と自己研鑽）を積み、5年ごとに資格を更新

三重県立看護大学（認定看護師教育機関認定）と
三重大学医学部附属病院（特定行為研修指定研修機関）が連携して開講
＜定員＞令和４年度：15名 ⇒ 令和５年度：20名

感染管理認定看護師教育課程〈B課程〉が県内に開講（令和４年度）

認定看護師登録者数(R４.12)
三重県 312名／全国 23,260名

1位 認知症看護 57名
2位 感染管理 55名
3位 皮膚・排泄ケア 29名



4

感染管理認定看護師数

平成23～25年度に
県立看護大学で感染
管理認定看護師を養成

日本看護協会ホームページ
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＜参考＞令和４年診療報酬改訂の概要①

55



＜参考＞令和４年診療報酬改訂の概要②

6

感染管理認定看護師指
定教育機関の研修修了
者の配置が必須

6



看護職員確保対策について

令和５年２月15日

資料３

1



第８次医療計画策定に向けた看護職員確保対策の方向性①（社会保障審議会提案）

〇都道府県ナースセンター等の関係者との連携に基づき、都道府県・二次医療圏ごとの看護職員確保に係る課題を把握する

〇感染拡大への迅速・的確な対応等のため、都道府県ごとの就業者数の目標の設定等を通じて､ 特定行為研修修了者その他の専門性

の高い看護師の養成を推進

〇地域の実情を踏まえて、訪問看護に従事する看護職員を確保するための方策を定める

社会保障審議会医療保険部会資料（R4.11.28 ） 2



県内訪問看護ステーションの求人倍率の推移

〇三重県看護職員需給推計（R2.9)によると、確保が必要である

①平成28（2016）年
就業者数

＊三重県看護職員需給推計より

②令和２年（2020）
年就業者数

＊令和２年衛生行政報告例より

③令和７（2025）年
需要数（推計）

③-②需要増大（推計）

720名 964名 1,378名 ４１４名

〇求人倍率は、平成３０年度以降減少傾向にある
〇訪問看護ステーションの求人倍率も減少傾向にあるが、他施設と比べ、その他（コロナワクチン接種
会場等）を除き、最も高い傾向が続いている

（中央ナースセンター「平成28～30年度ナースセンター登録データに基づく看護職の求職・求人・就職に関する分析報告書」

三重県ナースセンター「平成28～令和３年度三重県ナースセンター事業報告（就職者数のみ）」）

3



看護職員確保対策の方向性②

4

〇都道府県ナースセンター等の関係者との連携に基づき、都道府県・二次医療圏ごと

の看護職員確保に係る課題を把握する

〇感染拡大への迅速・的確な対応等のため、都道府県ごとの就業者数の目標の設定等

を通じて､ 特定行為研修修了者その他の専門性の高い看護師の養成を推進

〇地域の実情を踏まえて、訪問看護に従事する看護職員を確保するための方策を定

める

社会保障審議会医療保健部会資料より（R4.11.28）

〇 特定行為研修 に係る指定研修機関及び実習協力施設の確保等の研修体制の整備に

向けた具体的な計画の策定を必須とする

〇都道府県ごとの 特定行為研修修了者 その他の専門性の高い看護師の就業者数の目

標を設定する。目標設定時は、可能な限り二次医療圏ごとや分野・領域別の設定を検

討する。

第８次医療計画等に関する検討会での意見とりまとめ（R4.12.9）



制度創設の目的：
・2025年に向けて、さらなる在宅医療等の推進を図っていくためには、

個別に熟練した看護師のみでは足りず、医師又は歯科医師の判断を待た

ずに、手順書※により、一定の診療の補助（例えば脱水時の点滴（脱水の

程度の判断と輸液による補正）などを行う看護師を養成し、確保していく

必要がある。

・このため、その行為を特定し、手順書によりそれを実施する場合の研修制

度を創設し、その内容を標準化することにより、今後の在宅医療等を支え

ていく看護師を計画的に養成していく。

看護師の特定行為に係る研修制度①
（制度の施行日：平成２７年１０月１日）

５

※手順書：医師又は歯科医師が看護師に診療の補助を行わせるために、その指示として作成する文書
「看護師に診療の補助を行わせる患者の病状の範囲」、「診療の補助の内容」等が定められ
ている



（出典）看護師の特定行為研修制度ポータルサイト https://www.nurse.or.jp/nursing/education/tokuteikenshu/portal/about/ 6

看護師の特定行為に係る研修制度②

（脱水を繰り返すAさんの場合）

https://www.nurse.or.jp/nursing/education/tokuteikenshu/portal/about/


【出典：厚生労働省医政局看護課 看護サービス推進室
【出典】厚生労働省令第33 号（平成27 年3 月13 日）

※平成３１年度以降、領域別パッケージ研修が導入された

①在宅・慢性期領域、②外科術後病棟管理領域、③術中麻酔管
理領域、④救急領域、⑤外科系基本領域、⑥集中治療領域

７



特定行為研修に求められる役割

制度創設
当初の目的

8【出典】第29回医道審議会保健師助産師看護師分科会 看護師特定行為・研修部会資料



９

特定行為研修を進める原動力とねらい

患者への利益

・共通科目を修了したことによる
医師の思考プロセスの理解、身体
的側面（病態、治療）のアセスメント
の深化⇒重症化予防・早期回復支援

・チーム医療・多職種協働を推進でき
る人材の育成

・看護師のキャリアデザインの一モデ
ル

・医師の業務の再考
タスクシフト/シェアの実現
⇒特定行為の実績件数
医師の負担軽減の実感と満足度

・タイムリーな医療行為の実施
（動脈採血、ＣＶ抜去、人工呼吸器の
Ｗｅａｎｉｎｇなどで評判◎）

【出典】第29回医道審議会保健師助産師看護師分科会 看護師特定行為・研修部会資料



指定研修機関数・研修修了者の推移
〇特定行為研修を行う指定研修機関は、年々増加しており、令和４年８月現在で338機関、年間あ
たり受入可能な人数（定員）は、4,811名である

〇特定行為研修の修了者数は、年々増加しており、令和４年９月現在で6,324名である

10【出典】第30回医道審議会保健師助産師看護師分科会 看護師特定行為・研修部会資料



特定行為研修を行う指定研修機関の状況
（令和４年８月現在）

【出典】第30回医道審議会保健師助産師看護師分科会 看護師特定行為・研修部会資料 11

全ての都道府県に設置

三重県内には２機関
・三重大学医学部附属病院

・永井病院



指定研修機関の特定行為区分別開講状況

12

・「栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連」が最も多い
次いで、「動脈血液ガス分析関連」、「呼吸器（人工呼吸療法に係るもの）関連」の順で多い

（2022年8月現在：医政局看護課調べ）



13

特定 行 為 研 修 を 修 了 し た 看 護 師 数 ： 特 定 行 為 区 分 別

・「栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連」が最も多い
次いで、「呼吸器（人工呼吸療法に係るもの）関連」、「創傷管理関連」の順で多い

〇特定行為研修修了者数：6,324名
（令和４年９月現在）

〇各区分別修了者数の合計値：３４，１６５名
（領域別パッケージ研修修了者を含む）



特定行為研修修了者就業状況（R4.1現在）

就業者24名
（病院、診療所

）

総数 3,790 名 ：複数回研修を修了した修了者は延べ人数として集計

14【出典】第30回医道審議会保健師助産師看護師分科会 看護師特定行為・研修部資料



三重大学医学部附属病院 永井病院

設置年 令和２年２月 令和４年９月

病床数
（R3.12現在 )
＊東海北陸厚生局HP

６８５床 １９９床

開講予定 令和５年度 令和５年度

特定行為区分
（定員）

①胸腔ドレーン管理関連（３名）
②腹腔ドレーン管理関連（３名）
③栄養に係るカテーテル管理
〈中心静脈〉 （３名）

①呼吸器（人工呼吸療法）関連
②栄養に係るカテーテル管理〈中心静脈〉
③栄養に係るカテーテル管理〈抹消留置型〉
④動脈血液ガス分析関連
⑤栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連
⑥循環動態に係る薬剤投与関連
＊①～⑥全て履修必須 （５名）

＊感染管理認定看
護師教育課程
（Ｂ課程）に係る
もの

＊県立看護大学
と連携

①栄養及び水分管理に係る
薬剤投与関連

②感染に係る薬剤投与関連
＊①②の履修必須 （20名）

三重県内の特定行為研修を行う指定研修機関の状況
（令和４年12月現在） 全国：338機関 三重県：２機関

15



特定行為研修制度の推進策について
（特定 行 為 研 修 の 推 進 に 係 る 支 援 ）

16【出典】第29回医道審議会保健師助産師看護師分科会 看護師特定行為・研修部資料より抜粋

1 指定研修機関への支援

〇研修機関導入促進支援事業：研修に必要な物品購入、eラーニング設置等
〇指定研修機関運営事業 ：指導者経費、実習に係る委託費等必要経費
〇研修機関導入促進支援事業：自施設以外からの受講者受入調整事務費等
〇指定研修機関等設備事業 ：受講者用の実習室等の改修等に必要な施設整備費

２ 医療機関等への支援

〇受講者の所属施設に対する支援
医療機関等において負担した受講料等や代替職員雇用の費用補助

〇診療報酬における評価（平成３０年、令和２年、令和４年に拡充）
一定の要件を満たした研修修了者が施設基準等の要件

３ 研修受講者への支援

〇教育訓練給付
労働者が研修の費用を負担し、厚生労働大臣が指定する教育訓練を受けた
場合、その費用の一部を「教育訓練給付」として雇用保険より支援
※受講者が支給を受けるためには、指定研修機関の特定行為研修が教育訓練施設として、あらか
じめ厚生労働大臣の指定を受けていることが必要



特定行為研修修了者の確保に向けた対策

１ 実態把握のための調査
・介護保険施設対象（令和元年度）
・病院看護管理者対象（令和元年度）
・訪問看護ステーション対象（令和４年度）

２ 特定行為研修制度の理解を促進
・研修会を開催（令和元年度）

３ 特定行為研修の受講料の支援（令和２年度から）
・県内医療機関等が負担した受講料一人あたり最大50万円
（補助基準額：一人あたり100万円、補助率：２分の１）

４ 既存の指定研修機関との情報共有
・医療機関へのニーズ調査結果
・受講申込みや研修修了者の状況等

現在までの県の取組

17



「第７次三重県医療計画（平成30年３月策定）」

○必要に応じて褥瘡のケア、脱水時の輸液等の医療ケアを医師の判断を

待たずに適切に提供することができる看護師（特定行為研修修了者）につ

いても育成を図る必要があります。

○在宅医療の質を向上させるため、特定行為ができる看護師の育成につい

て関係機関と調整を図りながら取組を進めます。

第８次三重県医療計画策定（令和６年３月）に向けて

・特定行為研修修了者その他の専門性の高い看護師の養成と確保を推進する。

・特定行為研修に係る指定研修機関及び実習協力施設の確保等の研修体制の

整備に向けた具体的な計画の策定を必須とする。

・都道府県ごとの特定行為研修修了者その他の専門性の高い看護師の就業者

数の目標を設定する。目標設定時は、可能な限り二次医療圏ごとや分野・

領域別の設定を検討する。

国が示す方向性：「第８次医療計画等に関する検討会」での意見

18
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特定行為研修修了者の確保に向けた今後の方向性について
（たたき台）

受講を促進する
・受講料の支援を継続
・診療報酬や国の補助制度等の情報を提供

県内の指定研修機関設置・特定行為区分の増を目指す
・既存の指定研修機関との情報共有（地域のニーズ等の共有）
・研修修了者がいる施設への働きかけ

特定行為研修制度の理解を促進する

・研修や補助事業等の情報提供

本県に必要な取組、修了者数等を明確にする

・既存のデータを分析
・既存の指定研修機関の受講状況等の把握

１ 制度周知・活用促進

２ 研修修了者の確保

3 県内で受講できる場を確保
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本日ご意見をいただきたいこと

〇受講を促進させるための取組について

特に、訪問看護ステーションの職員が研修を受講しやすくするための取組に

ついて

〇診療報酬の評価が受講促進に与える影響について

〇必要と考える特定行為区分について

〇指定研修機関を確保するための取組について

〇医療機関、施設、訪問看護ステーション等のニーズの把握方法について

・研修修了者・指定研修機関ともに、数が少ないため、増やすための取組が

必要

・県内の訪問看護ステーションの看護師数（常勤換算）は、全国平均よりも少

ない状況であり、「職員数に余裕がない」ことが特定行為研修を受講する

うえでの課題と回答した事業所が全体の７割近くを占める

課題


